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荒
天
、
災
害
、
感
染
症
流
行
等
の
影
響
で
、
地
域

行
事
の
中
止
や
規
模
縮
小
に
よ
り
低
迷
し
て
い
る
地

域
活
動
・
組
織
運
営
等
の
回
復
・
再
起
を
目
的
に
、
今

後
の
発
展
を
見
据
え
て
行
お
う
と
す
る
組
織
活
動
（
研

修
や
行
事
な
ど
）に
係
る
経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

【
対
象
者
】  

南
越
前
町
内
に
事
務
所
ま
た
は
主
た

る
活
動
場
所
を
有
し
て
い
る
地
域
団

体
（
令
和
３
年
４
月
１
日
時
点
に
お

い
て
設
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
）

　
※ 

地
域
団
体
と
は
、営
利
を
目
的
と
し
な
い
組
織・

団
体
、
代
表
者
・
規
約
・
会
計
規
則
の
定
め
が

あ
る
任
意
の
組
織

【
対
象
事
業
】  

い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま
る
事
業
が
対

象
で
す
。

 

▪ 

組
織
の
活
動
再
起
を
目
的
と
し
て

実
施
す
る
研
修
会
、
行
事
、
組
織

運
営
の
活
性
化
の
た
め
の
事
業
で
、

南
越
前
町
内
を
会
場
と
し
て
実
施

す
る
も
の

 

▪ 

産
業
振
興
、社
会
教
育
、福
祉
増
進
、

集
落
振
興
、
住
民
福
祉
の
い
ず
れ

か
を
目
的
と
す
る
も
の

 

▪ 

組
織
と
し
て
新
規
事
業
も
し
く
は
、

既
存
事
業
の
内
容
を
進
歩
・
拡
充

さ
せ
て
行
う
事
業

　
※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
症
対
策
を

施
す
こ
と
、
感
染
拡
大
時
に
は
事
業
を
延
期
・

中
止
す
る
こ
と
な
ど
が
要
件
と
な
り
ま
す
。

【
補
助
内
容
】  

１
団
体
に
つ
き
１
年
度
あ
た
り
１
回

ま
で

　
※ 

旧
町
村
単
位
と
は
、
旧
南
条
町
、
旧
今
庄
町
、

旧
河
野
村
の
区
域
を
指
す
。

【
そ
の
他
】  

実
施
に
際
し
て
要
件
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
や
申
請
方
法
に
つ
い
て
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　
総
務
課
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地
域
団
体
活
動
再
起
支
援
事
業
補
助
金

　
町
で
は
、
原
因
不
明
の
症
状
で
治
療
が
極
め
て
困
難
な
病
気
に
か
か
っ

た「
特
定
医
療
費（
指
定
難
病
）受
給
者
」に
対
し
、
患
者
の
激
励
と
福
祉

の
増
進
の
た
め
に
特
別
見
舞
金
を
支
給
し
ま
す
。

 

受
給
資
格 （
次
の
３
点
が
全
て
当
て
は
ま
る
方
）

▪
町
に
１
年
以
上
住
所
を
有
す
る
方

▪ 

令
和
３
年
10
月
1
日
時
点
で
指
定
難
病
の
た
め
６
か
月
以
上
の
入
院

ま
た
は
、
通
院
治
療
を
引
き
続
き
受
け
て
い
る
方

▪ 

県
が
発
行
す
る
特
定
医
療
費（
指
定
難
病
）受
給
者
証
を
有
し
て
い
る

方（
小
児
慢
性
特
定
疾
患
は
対
象
外
で
す
。）

 

給
付
額 　
入
院
ま
た
は
、
通
院
患
者　
1
万
円
／
年

 

申
請
に
必
要
な
も
の 

①
指
定
難
病
特
別
見
舞
金
支
給
申
請
書

②
指
定
難
病
特
別
見
舞
金
請
求
書

③
指
定
難
病
治
療
状
況
説
明
書（
初
め
て
申
請
す
る
方
の
み
）

④
特
定
医
療
費（
指
定
難
病
）受
給
者
証
の
写
し

⑤ 

振
込
先
の
口
座
等
が
わ
か
る
も
の（
請
求
者
名
義
の
口
座
）（
初
め
て
申

請
す
る
方
の
み
）

⑥
印
鑑

　
昨
年
度
、
申
請
さ
れ
た
方
に
は
9
月
末
に
必
要
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
初
め
て
申
請
さ
れ
る
方
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
①
、
②
、
③
を

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
く
か
、
保
健
福
祉
課（
☎
47

－

８
０
０
７
）

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 

申
請
期
間 　
令
和
３
年
10
月
１
日（
金
）〜
29
日（
金
）

　
　
　
　

  　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分（
平
日
）

※ 

本
人
が
申
請
で
き
な
い
場
合
は
、
配
偶
者
、
親
権
者
、
後
見
人
の
方

が
申
請
で
き
ま
す
。

 
申
請
場
所 　
保
健
福
祉
課
ま
た
は
各
事
務
所

■
問
合
せ　
保
健
福
祉
課　
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対
象
者

広
域
組
織

 （ 

旧
町
村
単
位

以
上
の
活
動

範
囲
を
有
す

る
組
織
）

区
域
組
織

 （ 

旧
町
村
単
位

未
満
の
活
動

範
囲
で
あ
る

組
織
）

事
業
費
の

上
　
　
限

１
０
０
万
円

50
万
円

補
助
率

補
助
対
象
経
費

の
９
／
10
以
内

補
助
対
象
経
費

の
２
／
３
以
内

補
助
対
象

経
　
　
費

▪
謝
礼
、
商
品
、
研
修
旅
費

▪
イ
ベ
ン
ト
関
係
の
委
託
料

▪
機
械
リ
ー
ス
代
、
施
設
使
用
料

▪
生
産
、
工
作
の
た
め
の
材
料
費

な
ど

（
※
飲
食
経
費
、宿
泊
費
な
ど
は
対
象
外
）

指
定
難
病
特
別
見
舞
金
の
お
知
ら
せ


